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〇 緊急事態条項に関する議論の経過               

年 表 毎週開催が定例化して以降の衆議院憲法審査会の議論

の経過 

参考① 憲法第５６条第１項の「出席」の概念について 
※2022 年３月３日 衆・憲法審査会配付資料 

参考②「緊急事態」に関する論点～11 月 10・17 日(一部 4月 7日

等を含む)における各会派１巡目の発言(一部２巡目以降の発

言を含む)を中心として～ 
※2022 年 12 月１日 衆・憲法審査会配付資料 

参考③ 「緊急事態（特に、参議院の緊急集会・議員任期延長）」

に関する論点～今国会における各会派１巡目の発言

を中心に～ 
※2023 年６月 15 日 衆・憲法審査会配付資料 

 



令和８年５月１４日（木）
衆 議 院 法 制 局
衆議院憲法審査会事務局

「緊急事態条項」のイメージ（案）
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○ 国会機能の維持に係る緊急事態条項

「衆議院解散後の衆議院議員総選挙」及び「総選挙後の特別会召集」並びに「参議院の緊急集会」に関
する規定を定める現行憲法第５４条（※１）について、次のような改正措置を講ずること。

一 衆議院議員総選挙等の期限の延長(４０日以内の総選挙実施が困難な場合の選挙延期の明確化)
１ 衆議院が解散されたときは、解散の日から４０日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙
の日から３０日以内に、国会を召集しなければならない。ただし、衆議院議員の総選挙の一体性が
害されるほど広範な地域において、解散の日から４０日以内に適正に総選挙を実施することが困難
であることについてやむを得ない特別の事情があるときは、Ⅱの選挙困難事態の認定がなされる場
合を除き、総選挙を実施できるに至った後速やかに総選挙を行い、その選挙の日後速やかに国会を
召集しなければならない。

２ 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。（現行第５４条第２項本文のまま）

二 参議院の緊急集会の射程の明確化

１ 内閣が参議院の緊急集会を求めることができる場合及び期間の明確化
衆議院の解散により総選挙が行われる場合又は衆議院議員の任期満了後に総選挙が行われる場合

において、次の国会（Ⅱの第一の二２の国会の承認が得られなかった場合における当該国会を除
く。）が召集されるまでの間に国に緊急の必要があるときは、内閣は、参議院の緊急集会を求めるこ
とができる。

２ 参議院の緊急集会で採られた措置に対する衆議院の同意（現行第５４条第３項のまま）
１の参議院の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後１０日

以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

議論があり得る論点（及び参照条文）
Ⅰ 衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化

《論点①》 参議院の緊急集会の射程（議員任期特例との棲み分け）
・左に掲げる「参議院の緊急集会」と次頁Ⅱに掲げる「選挙困難事態にお
ける国会機能の維持（議員任期特例）」との棲み分けについては、次頁の
論点③（広範性要件）及び論点④（長期性要件）の具体化に関する議論
など様々な議論がある。
・任期満了による衆議院議員不在への参議院の緊急集会による対応につ
いては、「憲法に明記すべき」とする意見があるほか、「類推適用で対応
可能」とする意見もある。
・参議院の緊急集会の開催（集会）期間については、「次の国会（衆参両院）の召
集まで」として、次頁Ⅱに掲げる「選挙困難事態における国会機能の維持
（議員任期特例）」との棲み分けを図っているが、これは「議員任期特例」
が国会の承認を得て発動するときには、必ず「国会」が召集されることにな
るからである。このような棲み分け基準についても、様々な議論があり得る。

※１：憲法第５４条 衆議院が解散されたときは、解散の日から４０日以内に、
衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から３０日以内に、国会を
召集しなければならない。

② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内
閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めること
ができる。

③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、
次の国会開会の後１０日以内に、衆議院の同意がない場合には、その
効力を失ふ。

※ この「『緊急事態条項』のイメージ（案）」は、衆議院憲法審査会における ➀２度にわたる論点整理（⑴令和４年１２月１日、⑵令和５年６月１５日）、②それらを踏まえた５会派による
骨子案（令和７年６月１２日幹事会提示） 及び ③本年４月２３日の緊急事態条項に関する集中的な討議を含むこれまでの討議を踏まえて、衆議院法制局・衆議院憲法審査会事務局に
おいて、今後の更なる深掘りの議論の素材となるようなイメージ（案）として、中立的かつ専門的な立場から整理・作成したものです。



第一 選挙困難事態の認定の手続

一 緊急事態の対象範囲（定義）
「緊急事態」とは、地震等による大規模な自然災害、感染症の大規模なまん延、内乱等による社会秩序

の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態をいう。

二 内閣による選挙困難事態の認定及び国会の事前承認
１ 内閣による選挙困難事態の認定

緊急事態の発生により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙（「国政選挙」という。）の一体
性が害されるほど広範な地域において、当該国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であ
ることが明らかであると認められるときは、内閣は、選挙困難事態である旨及び選挙困難事態が継続す
ると見込まれる期間の認定を行うものとする。

２ 国会の事前承認
１の認定を行おうとするときは、内閣は、あらかじめ、国会の承認を求めなければならない。この国

会の承認には、各議院の出席議員の３分の２以上の多数〔or 過半数〕による議決を必要とする。

三 選挙困難事態の期間
１ 一回あたりの選挙困難事態の期間の上限

二の認定に係る期間は、○月（○年）を超えてはならない。
２ 選挙困難事態の期間の延長及びその場合の通算期間の上限

⑴ 二の認定に係る期間が経過した後もなお選挙困難事態が継続することが明らかであると認められる
ときは、二の例により、その期間の延長の認定を行うものとする。

⑵ ⑴により延長する場合においても、二の認定に係る期間は、通算で○年を超えてはならない。

第二 選挙困難事態の認定の効果（選挙期日の特例及び議員任期の特例等）

一 選挙期日の特例
１ 選挙困難事態の期間の経過後の選挙の実施

第一の二の認定があったときは、憲法第５４条第１項の規定中総選挙の期日に係る部分は適用せず、そ
の認定に係る総選挙又は通常選挙は、その認定に係る期間が経過した後、速やかに行うものとする。

２ 選挙困難事態の期間の経過前の選挙の実施
第一の二の認定に係る期間が経過する前であっても、総選挙又は通常選挙を適正に実施することがで

きると認められるに至ったときは、国会の議決に基づき、速やかに、その認定に係る総選挙又は通常選
挙を行うものとする。

二 議員任期の特例等
１ 議員任期の特例

第一の二の認定があったときは、その認定に係る総選挙又は通常選挙の前の衆議院議員又は参議院議
員の任期は、憲法第４５条及び第４６条の規定（※２）にかかわらず、一により行われる総選挙又は通常
選挙の期日の前日までとする。

２ 任期が終了している議員の身分復活
第一の二の認定に係る国会の承認が求められた場合において、衆議院議員又は参議院議員の任期が衆

議院解散又は任期満了により既に終了しているときは、当該承認をするため必要な限度においてその任
期は終了していないものとみなす。また、任期が終了していないものとみなされた衆議院議員又は参議
院議員は、第一の二の認定の日に再び衆議院議員又は参議院議員となったものとみなして１を適用する。

三 その他（国会の閉会及び衆議院解散の禁止等）
１ 国会の閉会及び衆議院解散の禁止

第一の二の認定に係る期間においては、国会は閉会とならず、また、衆議院は解散されない。
２ 憲法改正の禁止

第一の二の認定に係る期間においては、憲法第９６第１項の規定（※３）による憲法改正の発議及びこ
れに係る国民の承認のための投票は、行うことができない。

《論点②》 緊急事態の対象範囲
・「感染症まん延は対象とすべきでない」 とする意見もある。

《論点③》 広範性要件
・「広範性要件の具体的な基準について議論すべき」 とする意見がある。

《論点④》 長期性要件
・「長期性要件の具体的な基準について議論すべき」 とする意見や、「（現
行憲法５４条が想定している）７０日を基準とすべき」 とする意見がある。

議論があり得る論点（及び参照条文）
Ⅱ 選挙困難事態における国会機能の維持（新設）

《論点⑥》 国会の議決要件
・「３分の２以上とする」 とする意見のほか、国会の議決要件の原則にのっ
とり「過半数とする」 とする意見もある。

《論点⑩》 内閣不信任・信任決議の禁止
・衆議院の解散権を制限する場合、「『内閣不信任・信任決議』についても、
これを禁止すべき」 とする意見がある。

※２：憲法第４５条 衆議院議員の任期は、４年とする。但し、衆議院解散の
場合には、その期間満了前に終了する。
憲法第４６条 参議院議員の任期は、６年とし、３年ごとに議員の半数
を改選する。

※３：憲法第９６条第１項 この憲法の改正は、各議院の総議員の３分の２以
上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経な
ければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選
挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

《論点⑤》 裁判所の関与
・選挙困難事態の内閣・国会による認定の適正性を担保するため、裁判
所の関与を主張する意見がある。具体的には、(a) 「憲法裁判所を設けて
事後審査を行う」 とする意見、(b) 「最高裁判所が要件充足性に関して勧
告する」 とする意見、(c) 「一票の較差に係る選挙訴訟のような『客観訴
訟』の制度を検討する」 とする意見である。
・これに対して、「事態認定の適否は選挙困難事態終了後の国政選挙に
よって判断されるので、裁判所の関与は不要」 とする意見がある。

《論点⑦》 一回当たりの選挙困難事態の認定期間の上限
・一回当たりの選挙困難事態の認定期間（≒議員任期の特例期間）につい
て、「１年を上限」 とする意見や、「６月を上限」 とする意見がある。

《論点⑨》 一旦失職している議員の身分復活の是非
・任期終了によってその身分を失った議員について、選挙を介さないで議
員の身分を復活させることについては、「民主的正統性に欠ける」 との意
見がある。
・他方で、「衆議院議員の場合は、過去一回を除き全て解散による失職で
あるから、解散後の緊急事態発生に対応する身分復活規定がないと、議
員任期特例はほとんど意味をなさなくなる」 との意見もある。

《論点⑧》 延長を認める場合の選挙困難事態の認定期間の通算上限
・選挙困難事態の期間の延長を認めることとする場合、選挙困難事態の認
定期間全体としては「上限を設けない」 とする意見がある一方で、「通算
で１年を上限とすべき」 とする意見もある。
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第一 緊急政令

一 内閣による緊急政令の制定
緊急事態（Ⅱの第一の一に同じ。）の発生により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認

める特別の事情があるときは、あらかじめ法律の定めるところにより、内閣は、法律と同一の効力を
有する緊急政令を制定することができる。

二 国会の事後承認
内閣は、一の緊急政令を制定したときは、あらかじめ法律の定めるところにより、速やかに国会の

承認を求めなければならない。次の国会開会の後○日以内に、国会の承認が得られなかった場合には、
その効力を失う。

第二 緊急財政処分

一 内閣による緊急財政処分
緊急事態（Ⅱの第一の一に同じ。）の発生により、国会による予算の議決を待ついとまがないと認

める特別の事情があるときは、あらかじめ法律の定めるところにより、内閣は、財政上必要な処分を行
うことができる。

二 国会の事後承認
第一の二は、一の財政上の処分について準用する。

議論があり得る論点
Ⅳ 緊急政令・緊急財政処分（新設）

《論点⑫》 緊急政令・緊急財政処分

・緊急政令については、「個別法の政令委任で対応すべきであり、不要で
ある」 とする意見や、「憲法に規定するとしても、現行の法律レベルの緊急
政令の確認規定にとどめるべき」とする意見などがある。

・緊急財政処分については、「現行の予備費で対応すべきであり、不要で
ある」 とする意見もある。

・「緊急政令・緊急財政処分」の目的として、「国民の生命、身体及び財産
を保護するため」 と規定すべきとの意見がある。

・なお、「緊急政令・緊急財政処分は、国会機能の維持とは次元の異なる
論点であるため、仮にこれを認め、発議するとしても、個別発議の原則に
照らして、別個に検討・発議されるべき」 との意見もある。
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○ 国会機能の維持が困難となった場合における国家機能の維持に係る緊急事態条項

「議事の定足数」及び「出席」に関する規定を定める現行憲法第５６条第１項（※４）について、次のよ
うな改正措置を講ずること。

両議院は、各々その総議員の３分の１以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
議員が議場に参集することが困難なときその他法律の定める特別の事情があるときは、各議院の定める
ところにより、情報通信技術を利用する方法その他の方法により、会議に出席することができる。

Ⅲ オンライン国会

《論点⑪》 オンライン国会
・「憲法に明記すべき」 とする意見のほか、「解釈で対応可能」とする意見
もある。
・「その他法律の定める特別の事情」として、どのような場合を考えるか。
・オンライン国会に係る制度の整備に当たっては、諸々の課題（通信の途
絶、セキュリティの確保、議長の議事整理等）を解決する必要があるとの
意見もある。

議論があり得る論点（及び参照条文）

※４：憲法第５６条第１項 両議院は、各々その総議員の３分の１以上の出席
がなければ、議事を開き議決することができない。



※その他国会機能の維持に関する論点 

通常時の国会機能の維持の方策として、「臨時会召集期限の

明記」、「解散権行使の在り方及びその制限」について、議論す

る必要があるとの意見がある。 
 



「衆議院議員総選挙の延期」及び
「参議院の緊急集会」と「議員任期特例」の棲み分けに関する考え方（メモ）

①

議員任期特例等
による対応

［Ⅱ］

参議院の緊急集会
による対応

［Ⅰの二１（選挙延期明文化による明確化 ）］

通常の二院制国会
による対応

参議院の緊急集会による対応
(一時的・限定的・暫定的)
(1・2項) （2項） （3項）

［Ⅰの二１（従来どおり）］

別紙

局地的な被災地については「繰延投票」で対応

衆院解散から特別会召集までの最大70日間
において「国に緊急の必要があるとき」

衆院解散から特別会召集までの
「相当程度長期間」未満において
「国に緊急の必要があるとき」

令和８年５月１４日（木）
衆 議 院 法 制 局
衆議院憲法審査会事務局

現行54条１項の想定内

（40日以内に総選挙実施が可能 ）

総選挙実施の見通しが

40日～「相当程度長期間」未満

広範性要件を充足 【選挙延期事態】
現行54条１項の想定外（選挙の一体性が害されるほど
広範な地域において40日以内の総選挙実施が困難 ）

長期性要件を充足 【選挙困難事態】
総選挙実施が

「相当程度長期間」にわたり困難

第５４条 衆議院が解散されたときは、解散の日から４０日以内に、
衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から３０日以内に、国
会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但
し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を
求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであ
つて、次の国会開会の後１０日以内に、衆議院の同意がない場合
には、その効力を失ふ。

「解釈」で乗り切るべきか、それとも「明文規定」でもって対処すべきか？

総選挙実施の延期に関する明文規定の整備 ［Ⅰの一１］

この間の衆議院不在の事態にどのように対処すべきか？

①

②

③ ④

⑤

①～⑤は説明の順番



2022. 7 参院選

2022.10～12 討議（主に緊急事態条項）

〃 .12. 1    法制局論点整理①「緊急事態に関する論点」

〃 .12. 8 参考人質疑
（ネットCM、ネット社会と憲法〔山本龍彦慶應大教授〕）

2023. 3～ 討議（議員任期延長・参議院の緊急集会、自衛隊明記、国民投票法等）

〃 . 5～6 「参議院の緊急集会」・「国民投票」の集中討議

〃 . 5.18    参考人質疑（参議院の緊急集会）

〃 . 6.15    法制局論点整理②「緊急事態に関する論点」

〃 .10～12 自由討議（主に緊急事態条項）

〃 .11.30 ネット規制を盛り込んだ検討中の国民投票法改正案の概
要を説明（奥野総一郎委員・中谷一馬委員）

〃 .12. 7 総括自由討議

2022. 2～3 討議・参考人質疑（オンライン審議）
〃 . 3. 3  オンライン審議に関する「議論の大勢」を議決
〃 . 3. 8 上記決議を議長に報告
〃 . 3～4 討議（緊急事態条項）
〃 . 3.31 法制局論点説明（諸外国の緊急事態条項）
〃 . 4 討議･参考人質疑（国民投票法）
〃 . 4 「３項目案」提出(自公維有) ・ 趣旨説明聴取
〃 . 5 討議（安全保障、地方自治等）
〃 . 6. 2 参考人質疑（国民投票法）

2022. 6. 8 日本維新の会「憲法改正原案（５項目）」
①教育無償化、②道州制導入をはじめとする統治機構改革、
③憲法裁判所、④自衛隊明記、⑤緊急事態条項

2022. 6～ 立憲民主党分科会 (有識者ヒアリング・議員間討議)

2023. 5～ 立憲民主党ＷＴ (有識者ヒアリング・議員間討議)

2023. 6.19 日本維新の会・国民民主党・有志の会
「緊急事態条項（国会議員の任期延長その他の
国会機能維持）」

奥野総一郎
野党筆頭

中川正春
野党筆頭

国 会審査会
会長

審査会
野党筆頭

審査会
与党筆頭等

新藤義孝
与党筆頭

≪毎週開催が定例化して以降の衆議院憲法審査会の議論の経過≫

2022.12.14 国民民主党
「緊急事態条項の条文イメージ（たたき台素案）」

政党・その他世の中の動き

2020. 1～ 新型コロナウイルス感染症のまん延
2022. 2.24～ ロシアによるウクライナ侵略

・開票立会人の選任
に係る規定の整備

・投票立会人の選任
要件緩和

・FM放送による広報

2018. 3.26 自民党 「緊急事態条項」を含む４項目の「条文イメージ
(たたき台・素案）」を発表

年 表

令和８年５月１４日（木）
衆 議 院 法 制 局
衆議院憲法審査会事務局

2024. 4～6 自由討議（主に緊急事態条項）
「国民投票」の集中討議

〃 . 6.13 総括的発言

2024. 6.28 衆・憲法審幹事懇（流会）後の５会派
〔閉会後〕 （自民・公明・維新・国民・有志）意見交換会

中谷元筆頭幹事が、「中谷メモ」（国会
機能維持条項）を配付して発言

詳細化した「国会機能維持条項の骨格案（諸課題付）」
を配付して５会派の幹事・オブで共有

2024.10
衆院選

□坂誠二
野党筆頭

2024.12.19 自由討議（今後の憲法審査会の議論の進め方）

2025. 3.13 自由討議（「選挙困難事態」の立法事実）
〃 . 3.27  自由討議（「参議院の緊急集会」の射程）
〃 . 4. 3 自由討議（放送ＣＭ・ネットＣＭ)
〃 . 4.10 自由討議(ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策)
〃 . 4.24 自由討議（臨時会召集期限）
〃 . 5. 8 自由討議(解散権制限)
〃 . 5.22 参考人質疑(ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策)

〃 . 6. 5 自由討議(憲法と現実の乖離)
〃 . 6.12 自由討議(今国会の振り返りと今後の進め方)

2025. 7 参院選

2025.11.20 海外派遣調査の報告・自由討議
〃 .12. 4 自由討議(今後の議論の方向性)

幹事会において５会派の幹事・オブザーバーから
「『選挙困難事態における国会機能維持条項』の骨子

案とさらに深掘りするべき検討課題（メモ）」を配付

枝野幸男
会長

武正公一
野党筆頭

2025. 9.18 日本維新の会「提言 21世紀の国防構想と憲法改正」
①憲法９条２項削除による集団的自衛権行使の全面容認、
②自衛権の明記、③国防軍及び軍人の地位の明記、
④文民統制の明記、⑤軍事裁判所の明記

2025.10.20 自由民主党・日本維新の会 連立合意

2024. 8. 5 自民党「ＷＴにおける議論の取りまとめ」（議員任期特例）
2024. 8.30    〃 「ＷＴにおける論点整理」（自衛隊明記・緊急政令）

2026. 2
衆院選

武正公一
会長

山花郁夫
野党筆頭

船田元
会長代理

2026. 1.19 中道改革連合 綱領・基本政策

2026. 1 中道改革連合設立

中谷元
与党筆頭

森英介
会長

2026. 4. 9 討議（憲法審査会の今後の議論）
〃 . 4.16 討議（憲法審査会におけるこれまでの議論を踏まえた今後の議論）

〃 . 4.23 集中的討議（緊急事態条項）

〃 . 5.14  「「緊急事態条項」のイメージ（案）」の法制局説明・討議
古屋圭司

会長
新藤義孝
与党筆頭

國重徹
野党筆頭

⇒ 参考①

⇒ 参考②

⇒ 参考③

⇒ 「緊急事態条項」のイメージ(案)



憲法第５６条第１項の「出席」の概念について 
 

令和４年３月３日  
衆議院憲法審査会  

 
 国会は、国の唯一の立法機関であるとともに全国民を代表する国権の

最高機関であり、いかなる事態においても、その機能を果たすことが求

められている。 
 憲法審査会においては、「新型コロナ感染症がまん延し、国会議員が

議場に集まれなくなる、開会も議決もできない」という、いわゆる緊急

事態等が発生した場合の国会機能の維持の一環として、憲法第５６条第

１項の「出席」の概念について議論を行った。 
まず、令和４年２月１０日の討議においてテーマが抽出され、同月１

７日には衆議院法制局から論点説明を受けた上で集中討議を実施し、同

月２４日に学識専門家２人に対する参考人質疑を行った上で、３月３日

には総括的な討議を実施するなど丁寧な議論を行ったところである。 
 
 この一連の討議において、委員から様々な意見が述べられたが、その

意見の大勢は次のようなものであった。 
１ 憲法第５６条第１項の「出席」は、原則的には物理的な出席と解す

るべきではあるが、国の唯一の立法機関であり、かつ、全国民を代表

する国権の最高機関としての機能を維持するため、いわゆる緊急事態

が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められ

るときは、その機能に着目して、例外的にいわゆる「オンラインによ

る出席」も含まれると解釈することができる。 
２ その根拠については、憲法によって各議院に付与されている議院自

律権を援用することができる。 
 
 以上、本審査会における憲法第５６条第１項の「出席」の概念に関す

る議論の大勢について報告する。 
 

参考① 



   

 
 

令和 4 年 12 月 1 日(木) 
衆 議 院 法 制 局 

一 議員任期延長及びこれに関する論点 

 自民〔新藤幹事発言〕 
維新〔三木委員発言・ 

 岩谷委員発言〕 
公明〔北側幹事発言等〕 国民〔玉木委員発言〕 有志〔北神委員発言〕 

立憲〔11/17 中川幹事発言・ 
11/10 奥野委員発言〕 

共産〔4/7 等の赤嶺委員発言〕 

１．前提      ・臨時会召集義務の無視、過剰な
予備費の計上、恣意的な解散権
の行使等により憲法の意図する
民主主義が機能していない。 

・そのような中での緊急事態条項
の提案には、疑念を抱かざるを
得ない。 

・民主主義が正しく機能する環境
を作ることが先である。 

・国民の多くが改憲を重要課題と
考えていない中、審査会を動か
すべきではない。 

・改憲のための議論ではなく、憲
法の原則に反する政治を正す議
論こそ必要。 

 
 (議員任期延長について) 
・1941年、国会議員の任期を延長
し、戦争翼賛体制が作られた。 

・だからこそ、日本国憲法は緊急
事態条項を廃し、国会議員の任
期を明記した。 

・この歴史は極めて重い。 

参議院の緊急集会 
の位置付け 

緊急集会は二院制の例外であり、
40～70日間を想定した制度、か
つ、その措置は暫定的なもの 

最長でも 70 日間の対応であり、
長期間の対処は不可能 

緊急集会は、国会の二院制の例外
であり、暫定的・一時的な制度 

文言上、解散時限定。任期満了時
への適用には憲法改正必要。両院
制が原則。70日超の対応予定せず 

解散中かつ2か月程度の極めて限定
された場合にのみ機能。憲法が両
議院で国会が構成されることを規定 

議員任期延長の 
必要性 

必要 必要 必要 必要 必要（衆議院議員のみ） 

２．要件      ※なお、奥野委員から次のよう
な発言があった。 

(参議院の緊急集会の位置付け) 
･国会の機能維持は各会派合意 
･緊急集会は、条文上は解散時の
みだが、任期満了時への適用も
有力説 
･緊急集会･繰延投票活用により
基本的に緊急事態条項は不要 
(議員任期延長の必要性) 
･ただし、議員任期延長について
は、戦時等の究極の事態を念頭
に検討の余地あり。 

(1) 実体的要件      

対象とする緊急 
事態の範囲 

４事態（①大規模自然災害事態、
②テロ・内乱事態、③感染症まん延
事態、④国家有事・安全保障事態） 

４事態（左記①～④） ４事態（左記①～④） ４事態（左記①～④） ４事態（左記①～④） 

 

 
 「その他の事態」 
 の付加等 

必要（匹敵する事態） 必要（匹敵する事態） 必要 
･基本的には限定列挙すべき 
･ただし、「準じる事態として法律に
定める緊急事態」の追加も一案 

必要（相当する事態） 

任期延長に関する 
要件の付加 

 （＝選挙実施困難要件）
適正な選挙実施が困難な状態 

選挙の適正な実施が困難である
と認める特別の事情があるとき 

広範な地域での国政選挙の適正
実施が長期間明らか・客観的に困
難な場合 

70日を超えた長期にわたって、全
国一斉の選挙の適正実施が困難
な場合 

選挙の一体性が害されるほど総選
挙の適正な実施が長期にわたり困
難であることが明らかな場合 

(2) 手続的要件       

認定主体 
内閣 

（選挙実施困難を判断できるのは内閣） 
内閣の緊急事態宣言 

内閣 
（全体の情報を把握できるのは内閣） 

内閣の緊急事態宣言 内閣 ･議員任期延長の判断主体につ
いて、内閣では濫用のおそれ、
国会ではお手盛りのおそれ。 
 

 

国会の関与 事前承認 事前決議 事前承認 事前決議 事前承認  

 議決要件  出席議員の3分の2以上 出席議員の3分の2以上 出席議員の3分の2以上 出席議員の3分の2以上  

裁判所の関与  憲法裁による事後統制(拘束力) 疑問あり（司法では判断できない） 最高裁による事後統制（勧告） 最高裁による事後統制（勧告） ･司法の関与が必要との見解あり  

３．効果(国会機能維持関連)       

(1) 議員任期延長関係       

任期延長期間の 
上限 

「1 年以下」あたりが妥当 
（議員任期を「次の議会期開始ま

で」等とすることも議論が必要） 

（6月を経過したときに、憲法裁に
よる職権審査が可能） 

70 日間（再延長可） 
1年、半年等を上限（全国一斉の
選挙の適正実施ができるまで再
延長可）とするのも一案 

･総選挙を適正に実施できるまで 
 の期間（１年間を上限。再延長可） 
･選挙可能時は国会議決で任期終了 

・議員任期延長をする場合には、
期間を限定する必要がある。 

 

 前議員の身分復活 
民主主義の根幹である議員の身
分に関わる問題であり、議論が必
要 （各会派の意見を聞きたい） 

必要 
必要（解散権を行使した内閣自らによ

る判断ゆえ、解散の効力は失われた

（＝解散撤回）と解し得る） 

あり得る（解散権を行使した内閣自ら

による判断ゆえ、解散の効力は失われ

たと解し得る） 
必要   

(2) 上記(1)以外の国会機能維持策       

閉会禁止／即時召集 必要(召集義務) 必要(自動集会) 必要（自動集会） 必要（召集義務） 当然で明文不要(反対はしない) ･(平時からの）臨時会の召集期
限明記、解散権制限の検討必要 

 

衆議院解散禁止 必要 必要 必要 必要 当然で明文不要(反対はしない)  

内閣不信任決議案 
の議決禁止 

必要 必要 必要 必要 当然で明文不要(反対はしない)   

オンライン出席   議長に実現推進を促す〔濵地委員〕 憲法に明文化も検討  
･オンライン審議については、議
運で速やかな結論を得るべき。 

 

その他    両院合同委員会    
        

二 その他「緊急事態」全般に関する論点       

一般的な緊急事態 
宣言の仕組み 

 必要  必要    

 緊急政令・ 
 緊急財政処分 

必要 
（法律で定めるところにより） 

必要 
（あらかじめ法律で定めるところにより） 

不要 
（個別法の政令委任･予備費で対応） 

必要 
（あらかじめ法律で定めるところにより） 

更に議論が必要 ･緊急政令等については不要  

 人権制約の限界明記 必要 必要  必要    

 憲法改正の禁止 （各会派の意見を聞きたい） 必要 必要 必要 当然で明文不要(反対はしない)    

「緊急事態」に関する論点～11 月 10・17 日(一部 4 月 7 日等を含む)における各会派１巡目の発言(一部２巡目以降の発言を含む)を中心として～ 

 
 
参考②



   

 
 
 
 
一 参議院の緊急集会に関する論点 

 
自民 

〔新藤幹事発言〕 
公明 

〔北側幹事発言等〕 
維新 

〔三木委員発言等〕 
国民 

〔玉木委員発言〕 
有志 

〔北神委員発言〕 
立憲 

〔中川幹事発言等〕 
共産 

〔赤嶺委員発言〕 

１.総論        

 ① 制度趣旨 総選挙の実施を前提とする「平時の制度」 
憲法制定時、緊急政令等に代わ
り、参議院の緊急集会が設けられ
たことに留意すべき 

戦前の緊急勅令等の濫用という歴
史の反省に立ち、民主政治を徹底
するためのもの 

 ② 54条の解釈姿勢   例外規定は厳格に解釈すべき   
ルールの形式的解釈ではなく、権
力の恣意的行使を防止する解釈
をすべき 

規定の趣旨・目的を踏まえて考え
るべき 

２.各論        

 ① 場面の限定 
（任期満了時にも類推
適用可能か） 

拡張解釈は望ましくないが、短期
の衆議院不在という状況の共通性
から類推適用の検討の余地あり 

類推適用は可能だが、疑義が生じ
ないよう憲法に明記すべき 

任期満了時にも開催できることを憲法に明記すべき 
大石・長谷部参考人ともに、任期
満了時にも類推適用が可能と発言 

衆議院不在時は、憲法の規定に
沿って、国民から選ばれた参議
院の緊急集会で対応するべき 

 ② 期間の限定 
  最長70日   70日超も開催可能だが、選挙困難

事態の認定基準等についても議
論すべき 一方、選挙予定という状況の共通

性から多少の延長の検討余地あり 
    

③
権
限

 権限の限定 
限定的（総理指名、条約締結の承認、内閣不信任決議等は不可） 

70日超の開催を前提に、権限の拡
大も選択肢としてあり得る 

 

 （過去の実例は暫定予算） （特に本予算は慎重に考えるべき） （本予算・補正予算は不可）  
□案
件
の
限
定 

 案件の限定 
（「内閣が示した
案件」と「それに
関連する案件」
に限定されるか） 

  限定的   
 

  国会法改正による拡大は不可   

 ④ 暫定性   暫定的     
        

二 議員任期延長の 必要性について       

 
・参議院の緊急集会は、憲法の規定内容から一時的・限定的・暫定的制度 

・国会は二院制が原則。その例外である参議院の緊急集会では、国政選挙が実施困難となるような緊急事態の対応はできない 

・緊急事態に二院制国会を機能させるためには議員任期延長が必要 

・議員任期延長は国会議員を固
定化し、内閣の独裁を生むおそ
れがあるため、参議院の緊急集
会で対応すべき 

・本来、選挙で民意の審判を仰ぐ
べき。任期延長された議員には
民主的正統性が欠ける 

・選挙困難事態を早期に解消できる
よう、国難時にも対応できる投票
環境を整備すべき 

・議員任期延長は、選挙権を停止す
ることであり、国民主権の侵害に
つながる 

・議員任期延長は、権力の濫用と
恣意的延命にもつながる 

・長期間総選挙が実施できない事
態を招かない選挙制度の改善を
すればよく、憲法改正による議
員任期延長は本末転倒の議論 

        

三 議員任期延長の 要件及び効果に関する論点    

 自民 公明 維新 国民 有志 立憲 共産 

１.実体的要件        

対象とする緊急 
事態の範囲 

４事態（①大規模自然災害事態、②テロ･内乱事態、③感染症まん延事態、④国家有事･安全保障事態） ＋ ⑤その他これらに匹敵する事態  
極端な事例を出して議論すれば間
違う危険性が高い 任期延長に関する 

要件の付加 
 （＝選挙実施困難要件） 

適正な選挙実施が困難な状態 
（その具体的要件化が必要） 

選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において 
国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明らかであること 

 

２.手続的要件      
選挙困難事態の認定基準、効果
が生じる期間と地域、認定主体を
議論すべき 

 

認定主体   内閣   

国会の関与   事前承認   

 議決要件 議論が必要（過半数）  出席議員の3分の2以上   

裁判所の関与 
              ・内閣･国会で判断すべき 
              ・客観訴訟の検討は可 

憲法裁 
（拘束力） 

最高裁 
（勧告） 

 

３.効果       

任期延長期間の 
上限 

・1年（再延長可） 
・選挙可能時は任期終了 

6月（再延長可、ただし通算１年を
上限） 

                    ・6月（再延長可） 
                    ・選挙可能時は国会による終了議決（過半数） 

 

 前議員の身分復活   必要    

   ※上記「三」の各項目（「裁判所の関与」は除く）についての維新・国民・有志の考え方は、三党派案（4 月 6 日配付資料）の内容を基にしている 

「緊急事態（特に、参議院の緊急集会・議員任期延長）」に関する論点 
～今国会における各会派１巡目の発言を中心に～ 

令和 5 年 6 月 15 日(木) 
衆 議 院 法 制 局 
衆議院憲法審査会事務局 

 
 
参考③



   

        

四 その他「緊急事 態」に関する論点       

 自民 公明 維新 国民 有志 立憲 共産 

１.「議員任期延長」 （上記三）以外の国会機能維持 策      

閉会禁止／即時召集   必要   

(平時からの）臨時会の召集期限
明記、解散権制限の検討が必要 

臨時会の召集要求を無視しなが
ら、緊急時の国会機能維持を言う
のは無責任 

衆議院解散禁止   必要   

内閣不信任決議案 
の議決禁止 

  必要   

オンライン出席  
議運委の検討状況について 

幹事会に報告を 
 明文化も検討  議運で速やかな結論を得るべき 

憲法56条1項の解釈を多数で確
定させるべきではない 

その他    両院合同委員会    

２.その他        

 緊急政令・ 
 緊急財政処分 

必要 
（法律で定めるところにより） 

・白紙委任的なものは不要 
（個別法の政令委任･予備費で対応） 

・規定するとしても確認規定 
・任期延長とは別次元の問題 

（個別発議の原則からも） 

必要 
（あらかじめ法律の定めるところにより） 

まずは法律対応の可否の検証を 

・不要 
・任期延長と「内容において関連」
するとして、一括した国民投票し
か許されないとすれば問題 

・不要 
・緊急事態条項は、政府に権力を集
中させ、国会の権能を奪い、国民
の権利を制限する憲法停止条項 

・緊急事態条項がなかったから対応
できなかった問題は起きていない   
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